
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般介護予防事業を利用できます 

○介護予防教室 

・老人クラブ、サロン等での健康教育 

・はつらつ元気塾 

○健康生活に関するおたずね票 

（介護予防基本チェックリスト） 

介護予防・日常生活支援総合事業を利用するまでの流れ 

壱岐市地域包括支援センター 
本人との面談 

申請書提出 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの確認 ま
ず
は
相
談
し
ま
し
ょ
う
：
壱
岐
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
市
役
所
各
庁
舎
窓
口
・
社
会
福
祉
協
議
会
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
・
医
療
機
関 

対象：壱岐市内に住所を有す 65 歳以上の方  
※２号被保険者の方が総合事業を利用する際は、 
必ず要支援認定が必要になります。 

 

介
護
が
常
に
～
頻
繁
に
必
要
な
方 

訪問看護 

訪問リハビリ 

通所リハビリ（デイケア） 

短期入所 

福祉用具貸与・購入 

住宅改修 

 

を利用したい 

【 要介護１～５ 】 

※要介護１～５として 

被保険者証を交付 

総合事業対象者とはなりません 

 

【 要支援１・２ 】 

※要支援１・２として 

被保険者証を交付 

総合事業のみ利用 
 

介護予防サービスを併用 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
利
用
で
き
ま
す 

■訪問系サービス 

◆自立支援訪問サービス 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体

介護や生活援助を行います。 

 

■通所系サービス 

◆自立支援通所サービス 

通所介護施設で、日常生活上の支援

や、生活行為向上のための支援を行い

ます。 

◆ゆうゆうお達者クラブ（Ａ型） 

軽度の自立支援指導が必要と認められ

る方に対して、集団・個別に指導しま

す。 

 

■生活支援サービス 

◆介護予防配食サービス 

独居・高齢者世帯で栄養改善の必要が

あると認められる方へ、栄養改善と 

見守りを目的として、1日 1回夕食を

配食します。 

◎利用料：１食４００円 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す 

◎介護予防基本チェックリストについて：ご本人と面談し、２５項目の質問にて、日常生活に 
必要な機能の低下の有無を確認し、必要なサービスを判定します。 

他のサービスも 

利用したい 

訪問介護（ホームヘルプ） 

通所介護（デイサービス） 

配食サービス 

を利用したい 

 

市役所各庁舎窓口 

居宅介護支援事業所 

医療機関、介護保険事業所 

申請書提出 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの記入 

※ご家族の記入の場合は、 

後日、地域包括支援センター 

より、本人へ面談に伺います。 

社会福祉協議会 

本人との面談 

申請書提出 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの確認 

【 非該当 】 

◆短期集中型通所サービス（C 型） 

生活機能低下がみられた方へ運動器、栄

養、口腔機能の向上のための短期的な指

導を行います。 

すべての 

高齢者が 

対象です 

 

 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ依頼届出

書を提出します。 

生活機能の低下がみられた方 

チェックリスト該当あり 

【総合事業対象者】 

総合事業対象者として 

被保険者証を交付  

地域包括支援センター 

ケアマネジャーが本人と面談

し、計画を作成します 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝ 

判定 

地域包括支援センター 

ケアマネジャーが本人と 

面談し、計画を作成します 
   

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝ 
 

介護予防サービス計画 

 

介
護
予
防
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
実
施
し
ま
す 

居宅介護支援事業所 

ケアマネジャーが本人と 

面談し、計画を作成します 

居宅サービス計画 

支
援
が
あ
れ
ば
、
自
立
し
て
生
活
で
き
る
方 

【申請に必要なもの】 
◎介護保険被保険者証 
◎個人番号カード（マイナンバー） 
※マイナンバー記入の際は、本人確
認が必要になります。「通知カー
ド」のみの場合は、運転免許証や
医療保険証も併せてご持参くださ
い。 

自立した生活を送ることが 

できると判定された方 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ該当なし 

要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を
申
請
し
ま
す 

※
従
来
通
り 



 

総合事業によるサービスの利用実績につい

ては、訪問系サービスの「自立支援訪問サー

ビス」、通所系サービスの「自立支援通所サー

ビス」及び「ゆうゆうお達者クラブ」につい

てそれぞれの要支援区分に応じたサービス支

給限度額の範囲内に制限されます。原則とし

てサービスごとに決められた費用の１割（一

定以上所得者は２割または３割）で利用でき

ます。ただし、おもな在宅サービスでは、利用できる上限額（支給限度額）が決められていて、 

その上限を超えて利用したサービス分は利用者が全額負担することになります。 

 

 

 

 

■訪問系サービス                       １単位＝１０円 

◆自立支援訪問サービス     ※1回は 1時間程度 

利用回数 週１回 週２回 週２回を超える（要支援１不可） 

 

利 用 料 

1,172単位/月 

（週１回程度の場合） 

2,342単位/月 

（週 2回程度の場合） 

3,715単位/月 

（週 2回を超える場合） 

267単位/回 

（月 4回以内の場合） 

271単位/回 

（月８回以内の場合） 

286単位/回 

（月 12回以内の場合） 

１回につき主に短時間(20分未満)の身体介護を伴う場合 

月 22回まで-166単位/回 
  

■通所系サービス 注：介護予防給付通所リハビリとの併用はできません。 

◆自立支援通所サービス 

 

 

 

 

 
  

◆ゆうゆうお達者クラブ 

 

 

 
 

★訪問系・通所系サービスともに、上記「利用料」のほか、事業所の状況に応じたサービス利用料

の加算及び減算があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合事業対象者の場合 
５,０３２単位 

（約 50,３２０円） 
要支援１の場合 

要支援２の場合 
１０,５３１単位 

（約 10５,３１0 円） 

利用回数 週１回 週２回（要支援１不可） 

 

利 用 料 

1,655単位/月 

（週１回程度の場合） 

3,393単位/月 

（週 2回程度の場合） 

380単位/回 

（月 4回以内の場合） 

391単位/回 

（月８回以内の場合） 

利用回数 週１回程度 週２回程度 

利 用 料 341単位/回 

サービス提供事業所 

●壱岐市社会福祉協議会 

・郷ノ浦事業所・勝本事業所 

・芦辺事業所 ・石田事業所 

●玄州会ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾘﾊﾞﾃｨ 

●訪問介護事業所ひまわり 

 

サービスの利用者負担について 

居宅介護サービスの支給限度額（１か月あたり） 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスの内容 

「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して、 

介護予防に取り組みましょう。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
平成２８年４月より、壱岐市が実施する介護予防のための事業「壱岐市介護予防・日常

生活支援総合事業」が始まりました。 

この総合事業では、一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援のサービスを利用

できます。また、これまで介護保険で行っていた要支援１・２の介護予防サービスの一部

（訪問介護サービス、通所介護サービス）が総合事業へ移行されます。 

住み慣れた地域で自分らしく生活するためにも、総合事業を利用して、積極的に介護予

防に取り組みましょう。 
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壱
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一般介護予防事業 
  

 

 

 

 

 

 

☆元気なうちから介護予防☆ 

■一般介護予防事業 

◆介護予防普及啓発事業 
○介護予防教室 
老人クラブや高齢者サロン等 

にて健康教育を行います。 

○はつらつ元気塾（社会福祉協議会委託事業） 

市内 4 会場にて定例で月 2 回、各種健康教育

を行います。 

○はつらつ元気塾出前講座（社会福祉協議会委託事業） 

お近くの公民館などへ出張して、はつらつ元

気塾を行います。 

◆介護予防把握事業 
○「健康生活に関するおたずね票」 
日常生活に必要な機能の低下の有無を確認

し、機能低下がみられた場合は介護予防のた

めの指導を受けることができます。 

 
 

介護予防・日常生活支援総合事業 

■訪問系サービス 

◆自立支援訪問サービス 

■通所系サービス 

◆自立支援通所サービス 

◆ゆうゆうお達者クラブ 

◆短期集中型通所サービス 

■生活支援サービス 

◆介護予防配食サービス 

お問い合わせ先：壱岐市地域包括支援センター(保険課 介護保険班) 
☎０９２０-４５-１１97 壱岐市役所芦辺庁舎内 


